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  表３ 社会福祉施設の区分 

区分 施設種別 

入
所
施
設

１ 救護施設 

２ 乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、福祉型・医療型障害児入

所施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設 

３ 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人短期入

所施設 

４ 障害福祉サービスにおける障害者入所支援施設、短期入所施設、宿泊

型自立訓練施設 

５ 有料老人ホーム、介護老人保健施設 

通
所
施
設

１ 福祉型・医療型児童発達支援センター、保育所、認定こども園 

２ 老人デイサービスセンター、認知症対応型老人共同生活援助事業（グ

ループホーム）、小規模多機能型居宅介護事業 

３ 障害福祉サービスにおける共同生活援助事業（グループホーム）及び

生活介護事業、自立訓練事業、就労移行支援事業、就労継続支援事業等 

そ
の
他

１ 助産施設、児童館、児童家庭支援センター 

２ 母子福祉センター 

３ 老人居宅介護等事業（訪問介護事業所）、老人福祉センター、老人介

護支援センター（在宅介護支援センター）、地域包括支援センター 

４ 障害福祉サービスにおける居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動

援護等事業、相談支援事業、地域生活支援事業等 

５ 身体障害者福祉センター、視聴覚障害者情報提供施設、障害者更生セ

ンター等 


